
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者への引き渡し 

被害状況把握 

周辺の状況把握 

 

・施設の被害状況の確認 

・安全確認、危険個所の立ち入り

禁止措置 

・送迎ルートとその周辺の損害、

交通機関等の状況把握 

（わかる範囲で） 

支援員の対応 
保護者等の対応・留意点 

退所等の判断 

＊正確な情報をもと

に安全が確認された

場合 

・あらかじめ定めた方法で時間、場所

を知らせる 

・保護者不在の利用者への配慮 

・伝言ダイヤル「１７１」の利用 等 

・連絡網等による連絡 

・上表確認、情報提供 

「１７１」 

「法人サイト」 

「メール」等 

・引き取りに指定の場

所 

・カードに署名する 

引渡しの実施 

（下記参照） 
・引き渡しカードにより確認し、

引き渡す 

・カードに保護者、支援員等の双

方の署名をする 

・家庭で引き取り者の

優先順位を決めてお

き、施設も把握してお

く 

引き渡す 

保護者への連絡 

施設での引渡し～流れ～ 

（１） 利用者は施設内の安全な場所で待機する。 

（２） 引渡し開始時 

・引き渡しカードをもとに引き取り者を確認し、利用者を引き渡す。 

・行方不明の利用者に関しては施設長が対応をする。 

・負傷した利用者については、状況を保護者へ説明を必ずする。 

（３） 保護者との連絡が取れない場合、施設で引き続き保護する。 

＊通常時の災害適応する 


